


 2 

３、別紙の年表と甲２（経過年表）の誤記訂正                14頁 

最後に                                  15 頁 

 

はじめに――本件紛争が投げかける謎の解明について―― 

 原告本人尋問にあたり、事前に、本件紛争に私がこだわらざるを得ない次の３つのこ

とについて述べておきたいと思い、陳述書を作成しました。 

本件でなぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更が行なわれたのかその理由

が私にとってその当時から今日までずっと謎です。なぜなら、２００９年１０月初めま

で、それまで粛々と進められていた国際政策協調学分野の教授人事が１～２ヵ月の間に

奇奇怪怪と言わざるを得ないような出来事の末、思ってもみなかった分野に変更されて

しまったからです。 

すなわち、同年９月２９日の教授懇談会で私のかねてからの持論である３分野構想1の実

現を詳細に表明し、その方針が同日の教授懇談会で確認され、それに沿って国際政策協

調学分野の教授人事について、政治法学系の分野から有力候補者探しの作業を進めてい

ました（それは、國島専攻長の１０月３日の城山英明法学部教授に関する報告メール（甲

６２）及び同月６日の山影進総合文化研究科科長訪問に関するメール（甲６５）から明

らかです）。 

 しかし、それから３週間後、あれよあれよという間に、この方針が覆され、分野が国

際政策協調学から社会的意思決定に変更され教授人事が進められてしまったからです。 

すわなち、私と國島専攻長が駒場キャンパスの山影総合文化研究科科長に国際政策協調

学の教授人事のため政治法学系の候補者の推薦の依頼に行った１０月２６日の翌日、國

島専攻長は同年５月の設置以来休止状態にあった教授選考委員会を突然、１１月１１日

に開催する旨の招集メールを出し（甲１２）、１１月１１日の１週間前には上記委員会

への出席を確認する電話を私個人の携帯にかけてきて、１１日の教授選考委員会の会議

の場で、突然、分野を国際政策協調学から社会的意思決定に変更する議題を話し始め、

１１月２５日、委員である私の知らないうちに分野選定委員会で国際政策協調学から社

会的意思決定に分野変更の決定したことになり（甲１４）、翌月２４日に学術経営委員

会がこれを承認して分野が変更され、翌日から変更後の分野で教授公募が始まりました。 

 こうした急展開により分野が変更され、私の目指していた学融合が大きな打撃を受け

ました。その結果、私にとって、次のことはどうしても明らかにせずにはおれない問題

                                                 
1国際協力学専攻を構成する３つの講座のうち私が所属する制度設計講座が、国際政治経済システム
学分野、国際政策協調学分野および国際環境組織論の３つの分野から構成される構想のこと。その詳
細は私の陳述書（甲１）５頁下から７行目以下参照。 
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となりました。 

①．本件でなぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更が行なわれたのか 

②．その際、なぜ違法な手続をしてまでこの分野変更をおこなったのか。 

③．本件の違法な分野変更の結果、私が推進しようと考えていた学融合がいかなる意味

で侵害されたか。 

 以下、順番に、この３つの問題を検討します。 

 

第１、なぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更されたのか、その理由・動機

について 

１、分析の方法：本来の分野変更手続との対比 

 国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更された本当の理由・動機を直接示す証

拠は見つかりません。しかし、本来の分野変更手続と本件で取られた分野変更手続とを

比較検討する中で、その理由・動機がおのずと浮かび上がって来ます。 

 

２、分野変更手続が想定している状況 

 第１に指摘しておきたいことは、分野変更手続は、通常、設置された分野選定委員会

と学術経営委員会でいかなる分野が相応しいかを審議する中で、発議専攻が提案した分

野が承認されなかった場合のことを言います。この場合、改めて、どの分野にするかを

決めるにあたっては、いったん発議専攻に戻されて、基幹専攻会議で「特に、提案分野

が大講座2の全体構想の中で必要であることの説明は重要です」（「教員選定手順の概要」

（甲５２の２〔２～３枚目〕）の注意事項１） という観点から討議して新しい分野を決

定し、発議し直すことになります。そして、発議専攻が提案した分野については、まだ

何も決まっていないので、以上の手続をやれば分野変更として完了です。 

 

３、本件の分野変更の特殊性 

 ところが、本件は分野変更手続が想定している通常のケースではありませんでした。

なぜなら、本件の分野変更は分野選定委員会と学術経営委員会で分野が承認され、教授

選考委員会が設置され具体的な教授人事が進められている最中に起きたことだからで

す。すなわち２００５年７月、分野選考委員会で国際政策協調学の分野で教授人事を行

なうことが承認され、続けて公募による教授人事を進めましたが最終的に基幹大講座会

議で全会一致で１名の教授候補者を絞ることが出来ず、教授人事は不成立となりました。

                                                 
2専攻に改組後は専攻。ここでは以下、専攻と読み替えて表記することにします。 
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そこで、改めて、この教授人事を行なうため、２００９年５月１３日、学術経営委員会

で教授選考委員会の設置が承認され（甲７）、これを受けて具体的な教員人事が進行し

ている最中に、国際政策協調学分野の教員人事をいきなり凍結・中止し、別の分野（社

会的意思決定）に変更するということを行なったからです。分野選考委員会で分野が承

認されたのを受け、教授選考委員会が設置されて教員人事が進行している、その最中に

分野が変更されるということは私のこれまでの教員生活の中で一度も経験したことの

ない極めて稀で異例な出来事です。私ばかりではなく、新領域創成科学研究科において

も、これが余りに異例な出来事であるため、新領域創成科学研究科はこのような教授選

考委員会設置中の分野変更についての規則を定めていません。 

 

４、本件の分野変更（①教授人事の凍結）が適法であるための手続（１） 

 そこで、分野選考委員会での分野変更に関する新領域創成科学研究科の諸規則（甲５

０～５２）を参考に本件の分野変更の手続を条理に基づいて考えた時、この極めて異例

の分野変更が適法であると正当化されるためには、まず、分野選定委員会で承認された

分野で行なってきた教員人事を途中で凍結・中止しなければならない合理的な理由を教

授選考委員会は明らかにして、関係機関の了解を得る必要があると思います。その第一

の関係機関は発議専攻の基幹専攻会議です。発議専攻の基幹専攻会議の教員は、分野選

定委員会で承認された分野に沿って、教員人事を具体的に進めてきたからです。そこで、

教授選考委員会は発議専攻の基幹専攻会議に対し、承認された分野で進めてきた教員人

事を途中で凍結・中止するに至った合理的な理由について説明責任を果し、基幹専攻会

議の承認を得る必要があると思います。その上で、教授選考委員会を設置した学術経営

委員会に対しても、同様の説明と承認を得る必要があると思います。 

本件の分野変更は２で示した通常の分野変更と異なり、いったん承認された分野で教

員人事が粛々と進められている最中に、これをストップさせて新しい分野に変更する場

合ですから、それが正当化されるために、粛々と進行中の教員人事を凍結するだけの合

理的な理由を説明し、承認を得るこの手続は極めて重要なものと考えます。 

 

５、本来の手続の不履行とその理由について 

しかし、本件で、教授選考委員会は４の２つの手続をいずれも実行しませんでした。

国際協力学の基幹専攻会議は、それまで粛々と進められてきた本件の教員人事が凍結・

中止に至った理由について一切説明を受けていません。 

 なぜ、この当然の説明・承認の手続が実行されなかったのでしょうか。不可解としか
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言いようがありません。この理由を説明できる最も説得力ある推理として、私は、教授

選考委員会はこの合理的な説明ができなかったからとしか考えられません。では、なぜ、

教授選考委員会はこの合理的な説明ができなかったのでしょうか。そもそもなぜ、この

間進められてきた教員人事を途中で凍結・中止したのでしょうか。言うまでもなくその

理由は――新しい分野（社会的意思決定）に変更したかったからです。そこで、なぜ、

この新しい分野（社会的意思決定）に変更したかったのか、その理由を検討する中から、

なぜ、教授選考委員会はこの合理的な説明ができなかったのかその理由もおのずと浮か

び上がってくるはずです。 

 

６、新しい分野（社会的意思決定）に変更した理由・動機 

 新しい分野（社会的意思決定）に変更した理由・動機を直接示す証拠は見つかってい

ません。しかし、ここでも、本来の分野変更手続と本件で取られた分野変更手続とを比

較検討する中で、その理由・動機がおのずと浮かび上がって来ます。 

 

７、本件の分野変更（②新しい分野への変更）が適法であるための手続（２） 

 そこで、本件のように、分野選定委員会で分野が選定され、教授選考委員会が設置さ

れ具体的な教授人事が進められている最中に分野変更を行なう場合の手続としては４

で前述した通り、教員人事を途中で凍結・中止しなければならない合理的な理由を教授

選考委員会は明らかにして、関係機関の了解を得る必要があります。その手続が済んだ

のち、新しい分野に変更する手続はどのようなものでしょうか。これは２で前述した通

り、新領域創成科学研究科で分野変更について定めた規則（甲５０～５２）に従えば足

りると思います。つまり、改めて、どの分野にするかを決めるため、ふたたび発議専攻

に戻されて、基幹専攻会議で「特に、提案分野が専攻の全体構想の中で必要であること

の説明は重要です」という観点から討議して新しい分野を決定し、発議し直すことにな

ります。 

 

８、本来の手続の不履行について 

しかし、本件ではこの本来の分野変更手続も実行されませんでした。発議専攻（国際

協力学）は基幹専攻会議で《「特に、提案分野が専攻の全体構想の中で必要であること

の説明は重要です」という観点から討議して新しい分野を決定》という手続を踏むこと

なく、基幹専攻会議の教員は何も知らされないまま3、國島専攻長の独断で、２００９年

                                                 
3 １１月２５日の学術経営委員会の前に開かれた１１月１２日の基幹専攻会議では、この発議につい
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１１月２５日、学術経営委員会に分野変更の発議がなされ、同日、分野選定委員会が設

置されたからです（甲１４の３資料７）。 

 

９、本来の手続に代わる手続の履行の有無 

これに対し、被告は、この分野変更について、「教授懇談会で議論が重ねられて来た。

國島専攻長が個別にヒアリングもした。その結果、２００９年１１月までに国際政策協

調学から社会的意思決定に変更して選考することが教授懇談会の原告も含む構成員全

員の共通認識として形成された」と主張しています（被告第４準備書面２頁２。同第５

準備書面３頁(3)。前訴の二審判決４頁）。 

しかし、これで本来の手続に代わり得るかどうかという評価の問題は別にして、そも

そもこの事実自体が虚偽です。なぜなら、２００９年１１月に直近の教授懇談会は９月

２９日に開催されましたが、被告の提出した証拠乙１０山路メモに記載されている通り、

この日の教授懇談会で、私が国際政策協調学の教授人事に向け３分野構想を詳細に表明

し、山影総合文化研究科科長から国際政治学の有力候補者を推薦してもらう積りだと抱

負を述べ、それが了承され、その方針に沿って國島専攻長は１０月２６日の私の山影氏

との面談をセッティングしたのです。つまり１０月２６日までは国際政策協調学分野の

もとで教授人事が進んでいたのです。また、國島専攻長が当時、国際政策協調学の教授

人事の先頭に立っている私に向かって、国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更

することのヒアリングをするなど想像すらできません。 

 

１０、本来の手続の不履行の理由について 

 では、なぜ、國島専攻長は新領域創成科学研究科で定めた分野変更の手続（発議専攻

の基幹専攻会議で発議の審議からやり直す）を無視して、分野変更をやったのでしょう

か。これまた不可解としか言いようがありません。この理由を説明できる最も説得力あ

る推理として、私は、國島専攻長は国際協力学の基幹専攻会議で、なぜ国際政策協調学

から社会的意思決定に分野変更するのか、その合理的な説明ができなかったからとしか

考えられません。 

では、なぜ、國島専攻長はこの合理的な説明ができなかったのでしょうか。それは第

１に、３分野構想の実現に基づき行うことを決めていた国際政策協調学の教授人事の方

針を中止する合理的な説明ができなかったからであり、第２に、分野を国際政策協調学

から社会的意思決定に変更する真の動機が国際協力学専攻の教員たちに一瞬で見透か

                                                                                                                                                             
て何も討議されていない（甲１４。当日の議事録） 
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されてしまい、到底、教員たちの承認が得られないからです。それは社会的意思決定を

専門分野とし、國島専攻長と同じ東大工学部出身で、大学院修士課程のときに國島専攻

長が指導教官だった堀田昌英准教授を教授人事の最有力候補者にするためです。 

しかし、ここに不可解なことがあります。國島専攻長は、工学系の堀田准教授の教授人事を

実現しようと思うなら、当時、同時並行して教授人事を進めていた工学系の環境技術政

策学を分野変更すればよかったのに、それをせず、なぜ敢えて政治法学系の国際政策協

調学を分野変更したのでしょうか。第１、國島専攻長は、２００９年１０月２６日まで

私と一緒になって国際政策協調学分野の教授人事について政治法学系の研究者から候

補者を探す取り組みをしており、当時、国際政策協調学分野を変更するなんておくびに

も出さなかったのに、他方、工学系の環境技術政策学を分野変更するならスムーズに実

現できたはずなのに、なぜ架空の分野選定委員会の開催まで仮装して、無理やり国際政

策協調学分野を変更しようとしたのでしょうか。 

これもまた不可解としか言いようがありません。しかし、その謎を解く鍵が２００９

年１１月、国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更されたとき、同時に環境技術

政策学も分野変更されたという「２つの分野変更の同時発生」の事実にあります。この

時、環境技術政策学は何に分野変更されたか。開発政策学分野にです。この分野変更で

国際協力学の候補者のうち誰が最もメリットを受け、誰が最もデメリットを受けたか―

―戸堂准教授が最もメリットを受け、湊准教授が最もデメリットを受けました。理由は

それまでの環境技術政策学では、前訴の一審判決が認定したように、堀田、戸堂、湊の

３人の准教授が有力候補者として相争う構図になりますが、当時、湊准教授はこの分野

なら研究実績で自信がありました。なぜなら湊准教授は、「環境技術政策」の分野で、

２００９年１２月に出版された『日本の未来社会―エネルギー・環境と技術・政策 』（単

行本 ）第７章で、「技術進歩と社会?田舎の不便を楽しむ、夢のまた夢」を発表してい

ますが、他方、技術が落ちた「開発政策学」では、彼の本領を発揮することが困難にな

るからです。しかし、２００９年１２月１０日、湊准教授は基幹専攻会議で分野が環境

技術政策学から開発政策学に変更されたことを知った瞬間、この変更は戸堂准教授のた

めのものであり、自分は不利になることを、他方、分野が国際政策協調学から社会的意

思決定に変更されたのは堀田准教授を教授にするためのものだと直感的に悟りました

（前訴の湊准教授の陳述書（前訴甲６９）１６頁）。彼はそのとき、これは「出来レー

ス」だと思ったのですが、前訴の裁判では「出来レース」と認定されませんでした。な

ぜなら、そのあと実施した公募が「出来レース」だとは証明されなかったからです。し

かし、この２つの分野変更であらたに選定された分野は堀田、戸堂准教授の２人にとっ
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て最も有利な分野であり、分野変更手続を進めた人たちにとって、「出来レース」の意

図があったかどうかはさておいても、少なくともこの２人をおのおのの分野の「最有力

候補者」にする意図があったことは間違いないと思います。 

 

１１、２００９年１１月１１日の教授選考委員会の会議について 

 ２００９年１１月１１日、国際政策協調学の教授人事について教授選考委員会の会議

が開かれ、私も参加しました。席上、國島専攻長は、社会的意思決定の分野で教授を選

任したい旨の話をし始めました。私の陳述書（甲１）１３～１４頁に書いた通り、その

時私は、これが国際政策協調学分野の変更のこととはつゆ思わず、てっきり前回の基幹

専攻会議で新たに社会的意思決定分野で教授人事することが決まり、その教授ポストに

ついて話しているのではないかと思いました。私はたまたま前回の基幹専攻会議を欠席

し、その会議でこの件がどのように話し合われたのか知らなかったので、事情を知らな

い私は、この日の会議で國島専攻長の話を聞いていました。 

 

１２．２００９年１１月２５日の分野選定委員会の会議について 

 ２００９年１１月２５日に、学術経営委員会で、国際政策協調学の分野変更について

分野選定委員会が設置されたのは事実ですが、しかし、そのあと、この分野選定委員会

の会議が開かれなかったというのが客観的な事実です。なぜなら、もしこの日に真実、

分野選定委員会の会議が開催されたのなら、國島専攻長は、同月１１日に開催した教授

選考委員会でやった招集通知メール（甲１２）と同様、事前に必ず、分野選定委員会の

全委員に宛て、開催の招集通知をメールで送信するはずですが、この時には、そのよう

な招集通知は私に送られてこなかったからです。もし被告は、１１月２５日の分野選定

委員会が開催されたと主張するのなら、端的に、その会議の開催場所、時間、参加者を

明らかにすべきです。そして、開催場所、時間が書かれた招集通知メールを証拠として

提出すれば単純明快なはずなのに、これまでのところ被告は、会議の開催場所、時間、

参加者を明らかにしないし、この招集通知メールを証拠として提出しようとしません。

被告のこの態度は、そのような招集通知メールは存在せず、従って、２５日の分野選定

委員会も開催されなかったことを雄弁に物語るものです。 

 その代わり、被告は、前訴で、私が２００９年１１月２５日に分野選定委員会の会議

が開かれたことを認めている、だからこの会議は開催されたんだと主張します（第５準

備書面２頁２(2)）。確かに、前訴の原告本人尋問のとき、原告代理人から「１１月２５

日の分野選定委員会に出られたのですね」という質問に対して、「はい」と答えていま
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す。しかし、これは、前訴当時、当日の委員会の報告書（甲１８の３）が学術経営委員

会の議事録の資料７として添付されていたのをみてまさかこれが仮装の会議の報告書

だとは思わず、信用していましたので、その記載を前訴の原告代理人と同様、鵜呑みに

して追認したにすぎません。前訴の主題はもっぱら２００９年１２月２５日以降の公募

人事が「出来レース」かどうかであり、それより前の事実関係は派生的な事情でしたの

で、１１月２５日の分野選定委員会の開催についても細心の注意を払って検討していな

かったことは事実です。 

 

第２、なぜ違法な手続をしてまで国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更された

のか、その理由・動機について 

１、國島専攻長が戸堂准教授を教授人事の「最有力候補者」にした理由・動機 

ところで、湊准教授は、國島専攻長と面談した２００９年１２月１１日の前夜、１２

月１０日の基幹専攻会議で環境技術政策学が開発政策学に分野変更された報告を聞い

た夜、戸堂准教授に電話をかけ、本件人事で、國島専攻長と接触があったかを尋ねたと

ころ、戸堂准教授から「國島教授から、自分を教授にする旨伝えられていた。しかし、

公募とは言われていなかった」との返答を得たと陳述書（前訴甲６９）１８頁３～５行

目で陳述しており、この事実は戸堂准教授自身によっても、また前訴の判決によっても

否定されていません。 

しかし、國島専攻長は、戸堂准教授を教授に昇進することについて、事前に、出身学

部も異なり、別段親密な関係でもない戸堂准教授本人にじかに確約の連絡を入れたのは

なぜでしょうか。それと関連して、國島専攻長はなぜ、戸堂准教授にピッタリ合う分野

変更までして、彼を今回の教授人事の単なる「有力候補者」にとどまらず、「最有力候

補者」にまでしようとしたのでしょうか。この間の検討の中で、それは國島専攻長自身

の意図というより、戸堂准教授を教授にしたいと思う人たちの働きかけによるものだ確

信しました。それは戸堂准教授の出身である駒場教養学部の人たちの働きかけです。私

が、そのことに気がつかされたのは、本訴の中で、２００９年１０月２６日、政治法学

の研究者の推薦の依頼のため、駒場キャンパスの山影総合文化研究科科長らを訪問し面

談した当時のいきさつを再確認したいというメールを山影氏に送信したところ、彼の返

信は、 

《私の記憶では、戸堂さんの教授昇任が理系の教授の多くが消極的で困っている、つい

ては駒場と何らかの連携関係を作って文系の意見を強めたい、というような主旨だった

と記憶しております。》（甲６６。本年５月１７日付メール） 
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と戸堂准教授に関する回答だけで、国際政治学の教授候補者の推薦依頼という私の訪問

目的については記憶にないと回答があったからです（甲６６。本年５月１８日付山影氏

メール）。私の３分野構想の実現する今回の教授人事において政治法学系の専門でない

戸堂准教授は最初から関心外、候補の枠外であり、１０月２６日の駒場訪問でも戸堂准

教授の名前は私の口からは一言も話題に登りませんでした。にもかかわらず、山影氏の

記憶によれば《私の記憶に残っているのは、彼（注：戸堂准教授）の教授昇任の件だけ

です。》（甲６６。本年５月１８日付メール）です。ここに図らずも山影氏の当時の心情

が色濃く反映していると思います。 

他方、当時は明確には分からなかったのですが、今から思い返すと、本件人事に対す

る國島専攻長の態度が私の目にも豹変したのは、２００９年１０月２６日、私と一緒に

駒場の山影氏らに面談に行った翌日つまり彼から、突然、１１月１１日開催の教授選考

委員会の招集メールが届いた２７日からです。それまでは、國島専攻長は私の３分野構

想の実現に向けて、政治法学系の候補者探しを私と一緒に推進していたからです。 

 

２、なぜ違法な分野変更手続を実行したのか 

 駒場教養学部の人たちからの働きかけの結果、國島専攻長は、戸堂准教授の教授実現

に尽力することを決め、分野について戸堂准教授の意向を確認した上で「開発政策学」

とすることに決め、環境技術政策学の教授ポストを開発政策学に分野変更して戸堂准教

授に応募してもらい、その結果、もう１つの国際政策協調学の教授ポストについて、分

野について堀田准教授の意向を確認した上で「社会的意思決定」に分野変更して堀田准

教授に応募してもらうことにしたのです。 

國島専攻長は、以上のような分野変更の検討を経て「戸堂＋堀田」をセットにして教

授人事を実現するやり方を採用することを決め、その第一歩を踏み出しました。それが

同日に、この２人が最も有利になる分野つまり「環境技術政策学を開発政策学、国際政

策協調学を社会的意思決定」に分野変更することでした。それが２００９年１１月１１

日の出来事でした。しかし、国際政策協調学では既に分野選定委員会の分野選定の承認

は済んでいて、教授選考委員会の場でこの分野変更の決定は強行されたのですが、あと

になってから、この分野変更の決定は教授選考委員会の権限外の行為であることに気が

つき、これではまずいというこで、改めて、１１月２５日の学術経営委員会で、教授選

考委員会で進行中の教授人事を凍結・中止する説明はうやむやにしたまま（この時どう

してうやむやに出来たのか不可解でなりませんが）、新たに分野選定委員会を設置し、

社会的意思決定への変更について分野選定委員会の仮装の会議開催・審議・決定をした
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旨の報告書（甲１８）を作成し、学術経営委員会に報告し、２回の承認を経て、分野変

更が正式に決まったのです。 

 しかし、國島専攻長はなぜこのような違法手続という危ない橋を渡ってまで、駒場教

養学部の人たちの意向を組んで分野変更をしたのでしょうか。それには、國島専攻長が

無理だと言って断れないだけのそれ相当の理由があったからです。  

 とはいえ、この理由を直接に示す証拠は見つかっていません。しかし、私は、国際協

力学専攻が専攻化する前、専攻の全体構想（アカデミックプラン）を作成した故鬼塚雄

丞教授の作業に協力した際、彼から「本郷の文系の諸学部から６つの教授ポストがいっ

たん駒場に移管され、そのあと柏キャンパスに移された」という話を聞かされたとき、

私は、国際協力学専攻には３つの文系の教授ポストが来ただけで、残る３つのポストは

どこへ行ったんだろうと思い、この「文系の教授ポストから消えた３ポスト」の問題が

ずっと気にかかっていました。ところが、２００９年１０月２６日の駒場キャンパス訪

問の面談の終わり頃、私たちがお暇する直前に、山影氏と同席された木村秀雄総合文化

研究科副科長が、それまでの国際政治学の候補者推薦と全く関係のない話を、つまり「本

郷の文系から駒場に移管された６つの教授ポストは確かに新領域創成科学研究科に移

され、このうち（木村副科長が所属する）地域文化研究専攻は３つの教授ポストを空き

ポストとして返還しました」と言われ、何か伝えたいそぶりだったので、他方、その３

つ空きポストの移管の話は初耳で、それが新領域創成科学研究科でどう使われたかを知

りたいと思った私は彼に「国際協力学専攻には（駒場から転籍した教授付きの）３つの

ポストしか来ていませんが？」と問いを発しましたが、木村副科長は何も言われません

でした。この時のちぐはぐなやり取りが妙に印象に残りました。それと印象的だったの

は、普段快活な國島専攻長がこの時は妙にこわばり、終始押し黙ったままことでした。 

 しかし、その國島専攻長の口からも、その約１ヶ月あとの１２月１１日に、湊准教授

から２つの分野変更は出来レースではないかと迫られた時、以下のように文系の６つの

教授ポストを話題にしたのです（甲６４面談記録５頁９～１３行目）。 

被告國島：違う分野って、その、今の彼の、だからその、制度設計のところへと言うの

かな。でもとにかくその、いわゆるここの教養からきた６ポストの文科系と、こっちの

工学系の４つと、農学系の１つでわける、その分類だけだからね。 

原告湊：ポストの配分の話ですか 

被告國島：ということの影響は、やっぱり考慮せざるを得ないからね。 
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 ２００９年１０～１２月に木村氏と國島専攻長がそろって文系の６つの教授ポスト

の話をしていたのを思い出し、これと故鬼塚教授から聞いた上記の話を総合したとき、

この文系の６つの教授ポストの問題（つまり柏キャンパスで消えた文系の３つの空きポ

ストの問題）が、國島氏が違法手続という危ない橋を渡ってまで、駒場教養学部の人た

ちの意向を組んで分野変更をした動機と関係しているのではないかと自信をもって推

測するようになりました。 

  

３、まとめ 

 以上をまとめると、次のようになります。 

①．本件でなぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更が行なわれたのか。 

その訳は、國島専攻長が、駒場教養学部の人たちからの強い働きかけの結果、戸堂准

教授の教授実現のため環境技術政策学の教授ポストを開発政策学に分野変更し、堀田准

教授の教授実現のため、もう１つの国際政策協調学の教授ポストを社会的意思決定に分

野変更したものです。 

②．その分野変更に際して、どのような違法な手続が行なわれたのか。 

 ①の分野変更に際して、前記の通り、駒場教養学部の人たちからの働きかけが唐突で、

対応に十分な時間がとれなかった國島専攻長は、「戸堂＋堀田」をセットにして教授人

事を実現するために、思案の末、既に教授選考委員会の教授人事まで進んでいた国際政

策協調学の人事を無理やり凍結させ、凍結を正当化するのに必要な手続を全て省略して、

分野選定委員会の開催もしないで形式だけの審議・決定の報告書を作成し、のちには、

こうした違法な手続の存在を知り、これを告発する恐れのある私を教授選考委員会の委

員から解任して（甲３０．２０１０年５月１２日の議事録）、違法手続を闇に葬ろうと

しました。 

③．なぜ違法な手続をしてまで分野変更をおこなったのか。 

 こうした違法な手続をしてまで國島専攻長が本件分野変更をおこなった理由は、いわ

ゆる「文系の教授ポストから消えた３つの空きポスト問題」の発覚を恐れたためです。

彼は、この問題の発覚を恐れた人たちの協力を得て、前記の違法な分野変更手続が実行

されました。 

 

４、今回の違法な分野変更手続は國島専攻長単独でなし得ない 

 しかし、以上の違法な分野変更手続を國島専攻長ひとりの手で実現可能だったでしょ

うか。もちろん不可能です。第１、開催もしない分野選定委員会の架空の会議をでっち
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上げ、分野変更を審議・決定したといった大胆不敵な報告書（甲１８の３．資料７）を

國島専攻長ひとりの手で作成できるわけがありません。少なくともこの報告書（甲１８

の３。資料７）に委員として名前を連ねている大和裕幸委員長、味埜俊環境学研究系長

の承諾なしには不可能です。とはいえ、通常であれば、そのような虚偽の公文書を作成

するという大それた行為を承諾するはずがありません。しかし、本件では彼らの承諾の

上でこの虚偽の内容の報告書（甲１８の３。資料７）が作成されたと思われます。そこ

で、問題は、なぜ、大和裕幸委員長や味埜俊環境学研究系長は、このような違法行為に

加担したのか、です。ひとつの有力な推理は、國島専攻長がそうだったように、彼らも

また、「文系の教授ポストから消えた３ポスト」の問題で何か弱味を握られるような事

情、例えば新領域創成科学研究科の文系の教授ポストと見なされていた３つの空きポス

トを工学系の教授ポストに流用したのではないかといった事情があったのではないか

ということです。 

 

第３、本件の違法な分野変更の結果、私が推進しようと考えていた学融合がいかなる意

味で侵害されたか。 

１、私の学融合は単なるうたい文句、絵空事、抽象論でないこと 

 本件の違法な分野変更の結果、社会的意思決定の教授人事が実現してしまい、従前か

ら私が準備していた３分野構想の実現は阻まれ、私の学融合の進展は阻害されました。 

 これに対して、お前の学融合は所詮、単なるうたい文句、絵空事、抽象論にすぎず、

学問研究の内容に至っていない、だから本件人事によっても、別段、学問の自由が侵害

されない、という批判があるかもしれません。しかし、私の学融合の取り組みが決して

単なるうたい文句でも抽象論ではなく、具体化に向けて準備を重ねていたことは以下の

書面からも明らかです。 

①．１９９８年作成の第１回アカデミックプラン（甲５８私の陳述書（４）２頁の表） 

②．２００４年作成の第１回アカデミックプラン（甲５８私の陳述書（４）３頁の表） 

③．２００８年作成の教授選考委員会設置案の審議結果に記した ASEAN 共同体を対象と

した学融合の構想（甲６の２） 

④．２００９年９月作成の私が所属する制度設計講座の３分野構想（甲８の２） 

⑤．同年１０月作成の制度設計講座の３分野構想（甲１０） 

 

２、本件人事で就任した社会的意思決定の教授との間で、私の学融合の推進は不可能 

さらに、本件人事で実現した社会的意思決定の教授との間で、お前の３分野構想は十



 14 

分とはいえないとしても、その推進は可能であり、その限りで、別段、学問の自由が侵

害されない、という批判があるかもしれません。しかし、本件人事で社会的意思決定の

教授として就任した堀田昌英教授との間で私の学融合の推進は不可能です。なぜなら、

私の学融合は私の陳述書（３）１～２（甲４８）で詳述した通り、社会科学分野の法学、

政治学と経済学の学融合を目指していたのに対し、堀田教授の研究分野は工学系の「資

源環境管理学」分野であり4、工学系の彼との間で社会科学分野の私の学融合を推進する

ことは不可能だからです。 

 

３、別紙の年表と甲２（経過年表）の誤記訂正 

今回の陳述書で示した事実関係を年表として書き込んだものを別紙経過年表として

添付しましたので、参照いただければ幸いです。 

 また、今回の検討の中で、甲２（経過年表）に不正確な記載があったのを発見しまし

たので、以下の通り訂正します。 

経過年表（甲２。下記のアンダーライン部分が訂正箇所） 

該当個所 訂正前の表記 訂正後の表記 

09.11.25 の 開

発協力講座の列 

学術経営委員会、開催。 

分野選定委員会の審議決定の報告

（１回目）（資料６） 

学術経営委員会、開催。 

分野選定委員会の審議結果の報告

と承認（１回目）（資料６） 

09.12.9 の開発

協力講座の列 

学術経営委員会、開催。 

分野選定委員会の審議決定の報告

（第２回目）。 

学術経営委員会、開催。 

分野選定委員会の審議結果の報告

と承認（第２回目）。 

09.12.9 の制度

設計講座の列 

学術経営委員会、開催。 

分野選定委員会の審議決定の報告

（第１回目） 

学術経営委員会、開催。 

分野選定委員会の審議結果の報告

と承認（１回目） 

09.12.24 の 制

度設計講座の列 

学術経営委員会、開催。分野選定

委員会の審議決定の報告（第２回

目）。学術経営委員会、選考委員会

を設置。 

学術経営委員会、開催。分野選定

委員会の審議結果の報告と承認

（第２回目）。(社)分野の教授選考

委員会を設置。 

10.6.14 の制度 教授選考委員会、開催。 教授選考委員会、開催。 

                                                 
4堀田教授の具体的な研究分野は、（１）開発プロジェクトにおける環境社会配慮協調、（２）プロジ
ェクトサイクルの「隙間」を埋める知識移転手法、（３）、大規模住民移転問題、および、（４）事業
実施におけるメタ決定の手続きの設計支援手法です。 
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設計講座の列 新しい教授選考委員のもと、全会

一致で 3.11 本専攻の基幹専攻会議

決定を承認。 

新しい教授選考委員のもとで、全

員一致で堀田を(社)分野教授ポス

トの最適任者と判断。 

 

最後に 

 最後に、私がこの裁判を提起したのは、１円の請求金額から明らかなように、私利私

欲のためではありません。また、（前訴と異なり）被告が誰かを見れば明らかなように、

特定の個人の責任を追及をするためでもありません。この裁判に賭ける私の思いは、今、

大学の研究体制の劣化が進行し、危機的状況にある5とされる大学の学問研究のあり方を

正常化したい、その正常化に向け少しでも貢献したいと、それだけです。知識がまった

くない専門家達が、数の論理により自分たちの都合で、新たな研究の創出を目指してい

る講座を潰すことをしているようでは、大学における「学問の自由」はとてもおぼつか

ないものとなります。痛みを伴うかもしれないけれどその正常化にとって必要なメスは

入れる、中長期的にみれば必ず是正の方向に向かう、これがこの裁判に取り組む私の信

念です。 

以 上  

 

 

 

                                                 
5 昨今、大学の研究体制の劣化は様々な面から指摘され、マスコミでもネットも取り上げられていま
す。「東大、過去最低 46 位に 英誌の世界大学ランキング」（本年９月５日日本経済新聞）「日本人
はノーベル賞を取れなくなる？ 過去の受賞者が懸念」（本年９月２３日ＮＨＫニュース）「大学教員
公募が必ずしも公募でない理由」（本年８月８日サイト「日本の科学と技術」） 
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経過年表（2017 年 9 月 27 日作成） 

作成者 原告（柳田辰雄） 
年 月日 開発協力講座 制度設計講座 原告（柳田） 証拠 

98 (H10) 新領域創成科学研究科（以下、新領域）、新設。 
原告、故鬼塚教授に協力、アカデミックプラン（第１回目）作成 

 甲３ 
甲 58 

新領域の下に環境学研究系（以下、環境学）、新設。   99 (H11) 
環境学の下に国際環境基盤学大講座（以下、本大講座）、新設。   

02 12.5 教員選考の大講座内部の手続を内規として制定（以下、高木ルール)。 甲５ 
3  国際政策協調学分野（以下、(国)

分野）の松原望教授、退職。教授
ポスト、空席となる。 

学融合の報告
書を文科省に
提出。 

甲４ 04 
H16 

5--10 本大講座、アカデミックプラン（第２回目）作成  甲 58 
5 環境学、本郷キャンパスから柏キャンパスに移転。   

7.6  
 

学術経営委員会、(国)分野の教授
人事のため分野選定委員会を設
置。 

  

7.14  分野選定委員会、発議通り承認   
7.20  学術経営委員会、(国)分野の分野

を承認。教授人事のため教授選考
委員会を設置。 

  

05 

7.27  (国)分野の国際公募開始   
3  教授間の意見の一致得られず、

(国)分野の教授人事、不成立。 
  06 

4 本大講座、国際協力学専攻（以
下、本専攻）に改組。 

   

08 
H20 

6.12  原告、基幹専攻会議に３分野構想
を示し、(国)分野の公募人事の再
開を提案。 

 甲６ 

5.13 学術経営委員会、開催。環境技
術政策学分野（以下、(環技)分
野)の吉田恒昭教授の後任人事
のため分野選定委員会を設置。 

学術経営委員会、開催。(国)分野
の教授人事のため教授選考委員
会を設置。 

(国)分野の教
授選考委員に
就任。 

甲７ 
議事録
＆資料 
14・15 

9.18  原告、本専攻の教員宛に、３分野
構想を示し、(国)分野の教授人事
の協力要請メール送信。 

 甲８ 

9.29 教授懇談会、開催。原告、(国)分野の教授人事で、３分野構想の
実現のため山影科長に候補者推薦を依頼する旨を表明、了承。 

 乙 10 

10.3  國島、9.29 教授懇談会の打ち合
わせ通り、城山教授との連絡取り
続けている旨の報告メール。 

 甲 62 

10.6  國島、9.29 教授懇談会の打ち合
わせ通り山影科長を表敬訪問。 

 甲 65 

10.8 基幹専攻会議、開催。(環技)
分野の分野変更の発議につい
て議題も議論もなし。 

基幹専攻会議、開催。(国)分野の
分野変更の発議について議題も
議論もなし。 

台風のため原
告、欠席。 

甲９ 
議事録 

10.26  原告と國島、(国)分野の教授人事
で候補者推薦依頼のため山影科
長らと面談。 

 甲 10 
 

10.27  國島、原告らに(国)分野の教授人
事につき、11 月 11 日開催の教授
選考委員会開催の招集メール。 

 甲 12 

09 
H21 

11.11 学術経営委員会、開催。本専攻の２つの講座関係の議題なし。  甲 13 
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同日 分野選定委員会、開催。(環技)
分野を開発政策学分野（以下、

(開)分野）に分野変更を決定。 

教授選考委員会、開催。(国)分野
を社会的意思決定分野（以下、

(社)分野）に分野変更を決定。 

(国)分野の教
授選考委員会
に出席。 

甲 14
の２ 

 

11.12  基幹専攻会議、開催。 
(国)分野の分野変更の発議につ
いて議題も議論もなし。 

 
 

甲 17 
議事録 

11  基幹専攻会議の決定を経ずに分
野変更を学術経営委員会に発議。 

左記の発議の
連絡なし。 

 

11.25 学術経営委員会、開催。 
分野選定委員会の審議結果の
報告と承認（１回目）（資料６） 

学術経営委員会、開催。 
(国)分野の教授人事のため分野
選定委員会を設置（資料７） 

(国)分野の分
野選定委員に
就任。原告に
連絡なし。 

甲 14 
議事録
＆資料 
6・7 

同日  分野選定委員会、開催されないの
に、開催し、(国)分野を(社)分野
に分野変更を審議、全員一致で決
定という虚偽の報告書を作成 

左記会議の開
催の招集メー
ル、原告にな
し。 

甲 18 
資料 7 

12.9 学術経営委員会、開催。 
分野選定委員会の審議結果の
報告と承認（第２回目）。 
(開)分野の選考委員会を設置。 

学術経営委員会、開催。 
分野選定委員会の審議結果の報
告と承認（第１回目）。 

 甲 18 
議事録
＆資料 
6・7 

12.10 基幹専攻会議、開催。(開)分野と(社)分野への変更の報告あり。 
湊准教授、夜、戸堂にこの報告の件で電話で質問。 

同会議、欠席 甲 19 

12.11 湊准教授、前夜の戸堂の回答等から前日の報告を「出来レース」
と確信し、２つの教授人事の件で國島と面談。 

 甲 64 

12.24  学術経営委員会、開催。分野選定
委員会の審議結果の報告と承認
（第２回目）。(社)分野の教授選
考委員会を設置。 

(国)分野の教
授選考委員に
就任。 

甲 20 
議事録
＆資料 
3・4 

 

12.25 基幹専攻会議の決定を経ずに
公募開始。 

基幹専攻会議の決定を経ずに公
募開始。 

公募開始メー
ル受信 

甲 21 

3.11 基幹専攻会議、開催。本件教授選考の手続の是非につき、全会一
致ではなく、多数決で決定。 

同会議、出席 甲 26 
議事録 

4.14 
 

環境学の専攻長会議、開催。 
(開)分野と(社)分野の教授選考の件、「引き続き選考中」と報告。 

 
 

甲 27 
議事録 

4.28 教授懇談会、開催。 
原告欠席の中、原告の(国)分野の教授選考委員解任が提案され、
承認。 

開催寸前の招
集メールのた
め出席不可。 

甲 28 
 

5.  教授選考委員会、開催。原告欠席
の中、原告の教授選考委員解任を
承認。 

同会議、招集
通知なく欠席 

甲 30 
資料 8 

5.12  学術経営委員会、開催。教授選考
委員会の「原告の委員解任案」を
承認。 

 甲 30 
議事録 

6.14  教授選考委員会、開催。 
新しい教授選考委員のもとで、全
員一致で堀田を(社)分野教授ポ
ストの最適任者と判断。 

 甲 31 
資料 3 

10.14 環境学の系会議、開催。 
多数決で教授選考委員会の結
論を承認。 

環境学の系会議、開催。 
多数決で 6.14 教授選考委員会の
結論を承認。 

  

10 
H22 

10.20 学術経営委員会、開催。 
10.14 系会議の結論を全会一
致で承認。 

学術経営委員会、開催。 
10.14 系会議の結論を全会一致
で承認。 

 甲 31 
議事録 


